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第２次広島市環境基本計画（素案）（第４回広島市環境審議会提出分）からの主な変更点に

ついて 

 

※ （市民）：市民意見 （委員）：委員意見 （庁内）：庁内意見 

ページ等 素 案 案 変更の概要 

目次 

（最後） 

 注２ 本文中の「＊」が付さ

れている用語については、用語

解説（p48～）を行っています。 

用語解説につい

ての注釈を追加。

（庁内） 

p1 

第１章 

第１節 計画

策定の背景 

一方、最近における国の動向

は、平成２４年４月に第四次環

境基本計画が、平成２６年４月 

に第四次エネルギー基本計画 

がそれぞれ閣議決定され、平成

２７年７月には、       

               

               

               

          同年１

２月に パリで開催予定の第２

１回気候変動に関する国際連

合枠組条約締約国会議に先立

ち、我が国の温室効果ガス排出

量削減目標等が決定されたと

ころです。          

    

一方、最近における国の動向

は、平成２４年４月に第四次環

境基本計画が、平成２６年４月 

に第四次エネルギー基本計画

が、          平成

２７年７月に温室効果ガス＊排

出量削減目標が、同年１１月に

気候変動の影響への適応計画

がそれぞれ閣議決定されまし

た。国際的には、平成２７年１

２月に、パリで開催された第２

１回気候変動に関する国際連

合枠組条約締約国会議＊（ＣＯ

Ｐ２１）において京都議定書＊

に代わる新たな国際的枠組み

であるパリ協定＊が採択されま

した。 

ＣＯＰ２１等に

ついての記述を時

点修正。（市民⑧） 

p3 

第１章 

第３節 計画

の位置付け 

 【交通】 

○公共交通体系づくりの基本

計画 

○バス活性化基本計画 

図１のその他諸

分野の行政計画に

ついて、交通に係る

二つの計画を追加。

（庁内） 

p6 

第１章 

第６節 

３ 

⑴ 人口 

本市の総人口（平成２６年９

月末現在）は、約１１８万８千

人です。年齢階層別人口は、年

少人口（０～１４歳）が約１７

万  人（１４．３％）、生産

年齢人口（１５～６４歳）が約

７４万８千人（６３．０％）、

老年人口（６５歳以上）が約２

７万  人（２２．７％）です。 

本市の総人口（平成２７年９

月末現在）は、約１１９万１千

人です。年齢階層別人口は、年

少人口（０～１４歳）が約１６

万９千人（１４．２％）、生産

年齢人口（１５～６４歳）が約

７４万３千人（６２．４％）、

老年人口（６５歳以上）が約２

７万９千人（２３．４％）です。 

人口（実績）を最

新（平成２７年）の

データに更新。図４

も併せて修正。（庁

内） 
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ページ等 素 案 案 変更の概要 

p7 

第１章 

第６節 

３ 

⑵ 世帯数 

本市の世帯数（平成２６年９

月末現在）は、約５４万３千世

帯で、平成３２年には約５１万

８千世帯になる見込みです。 

本市の世帯数（平成２７年９

月末現在）は、約５４万９千世

帯で、平成３２年には約５１万

８千世帯になる見込みです。 

世帯数（実績）を

最新（平成２７年）

のデータに更新。図

５も併せて修正。

（庁内） 

p10 

第１章 

第７節 

１ 人口減少

社会・超高齢

社会の到来 

（略） （略） 表２の平成２７

年の人口について、

推計値を実績値に

変更。（庁内） 

p13 

第１章 

第７節 

７ 水質汚濁 

公共用水域の水質状況は、人

の健康の保護に関する項目   

               

       については、全

ての地点で全項目環境基準が

達成されている状況が続いて

います。生活環境の保全に関す

る項目            

          につい

ては、河川は全ての水域で環境

基準が達成されていますが、海

域は全ての水域で環境基準が

達成されていない状況が続い

ています。 

公共用水域の水質状況は、人

の健康の保護に関する項目（重

金属＊、有機溶媒等の有害物質

に関する項目）については、全

ての地点で全項目環境基準が

達成されている状況が続いて

います。生活環境の保全に関す

る項目（ＢＯＤ＊、ＣＯＤ＊等の

有機汚濁に関する項目）につい

ては、河川は全ての水域で環境

基準が達成されていますが、海

域は全ての水域で環境基準が

達成されていない状況が続い

ています。 

人の健康の保護

に関する項目及び

生活環境の保全に

関する項目につい

て、具体例を挙げた

説明を追加。（庁内） 

p14 

第１章 

第７節 

８ 

⑴ 一般廃棄

物（ごみ） 

※ 平成２６年度の都市美

化ごみ等            

            に

は、平成２６年８月２０日豪雨

災害に係る災害廃棄物３，５２

２トンを含む。 

※ 平成２６年度の都市美

化ごみ （町内清掃ごみ、不法

投棄ごみ、河川清掃ごみ等）に

は、平成２６年８月２０日豪雨

災害に係る災害廃棄物３，５２

２トンを含む。 

都市美化ごみに

ついて、具体例を挙

げた説明を追加。

（市民⑦） 

p22 

第２章 

第３節 

４ 地球環境

の保全への貢

献～都市の低

炭素化の促進

～ 

このため、本市は、温室効果

ガスの排出の抑制等に取り組

むことにより         

   都市の低炭素化を促進

すること等を通じて世界の各

都市等と連携し、将来にわたっ

て地球環境の保全に貢献しま

す。 

このため、本市は、温室効果

ガスの排出の抑制等に取り組

むとともに、世界の各都市と連

携して都市の低炭素化＊を促進

することにより、       

       将来にわたっ

て地球環境の保全に貢献しま

す。 

世界の各都市と

の連携の位置付け

（手段）を明確化。

（庁内） 

p23 

第３章 

第１節 総合

的・横断的視

点 

さらに、ある環境問題を解決

しようとして講じた措置が別

の環境問題の解決の足を引っ

張ってしまう方向に作用する

ような場合もあれば    、 

さらに、ある環境問題を解決

しようとして講じた措置が別

の環境問題の解決の足を引っ

張ってしまう方向に作用する

ような場合があり得る一方で、

左の二つの「場

合」を、並列ではな

く対比する表現に

変更。 

施策間の調整等
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ページ等 素 案 案 変更の概要 

ある環境問題の解決に向けた

施策が同時に別の環境問題を

解決する方向につながるよう

な場合もあり得ます。     

               

               

               

               

               

               

             

ある環境問題の解決に向けた

施策が同時に別の環境問題を

解決する方向につながるよう

な場合もあり得ます。一見する

と相反する効果を生じさせる

施策であっても、更に工夫し、

調整し、新たな仕組みを作り出

すこと等により、個々の環境問

題を解決するにとどまらず、相

乗効果を生み、又は循環を創出

できる可能性があります。 

についての記述を

P25から移動すると

ともに、「個々の環

境問題を解決する

にとどまらず、」と

いう記述を追加。

（委員） 

p25 

第３章 

第１節 総合

的・横断的視

点 

四つの環境区分（自然環境、

都市環境、生活環境及び地球環

境）は密接不可分な関係にあ

り、また、環境問題には地域レ

ベルから地球レベルまでの

様々な局面における自然的・経

済的・社会的諸条件が関わって

いることから、一見すると相反

する効果を生じさせる施策で

あっても、更に工夫し、調整し、

新たな仕組みを作り出すこと

等により、相乗効果を生じさ

せ、又は循環を創出するとい

う、複眼的な視点が必要です。 

四つの環境区分（自然環境、

都市環境、生活環境及び地球環

境）は密接不可分な関係にあ

り、また、環境問題には地域レ

ベルから地球レベルまでの

様々な局面における自然的・経

済的・社会的諸条件が関わって

いることから、環境問題に的確

に対応するためには、前記五つ

の視点のほかにも様々な視点

を持ち、あわせて、当該局面に

おいて生ずる新たな課題に留

意し続ける必要があります。  

               

本計画に掲げた

五つの視点の他に

も、様々な視点等が

必要である旨の記

述を追加。（庁内） 

p30 

第４章 

第１節 

【豊かな自然

環境の保全に

関して参考と

なる主な指標

等】 

 ※１ 雨水幹線の整備は、下

水道整備を合流式で行ってい

る中心市街地（約２，６００ｈ

ａ）を対象としている。 

雨水幹線の整備

についての注釈を

追加。（庁内） 

p40 

第４章 

第３節 

【健全で快適

な生活環境の

保全に関して

参考となる主

な指標等】 

※             

         ベンゼン、 

トリクロロエチレン、テトラク

ロロエチレン及びジクロロメ

タン     

※ この表において「有害大

気汚染物質」とは、ベンゼン、

トリクロロエチレン、テトラク

ロロエチレン及びジクロロメ

タンをいう。 

この表における

有害大気汚染物質

についての注釈を

正確な表現に修正。

（委員） 
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ページ等 素 案 案 変更の概要 

p41 

第４章 

第４節 

１ 地球温暖

化・エネルギ

ー対策の推進 

７行目 

温室効果ガスの多くは二酸

化炭素であり、そのほとんど

は、市民生活、事業活動等にな

くてはならない電力等のエネ

ルギーを使用するための    

  化石燃料の燃焼に起因す

るものです。 

温室効果ガスの多くは二酸

化炭素であり、そのほとんど

は、市民生活、事業活動等にな

くてはならない電力等のエネ

ルギーを発生させるために必

要な化石燃料＊の燃焼に起因す

るものです。 

エネルギーと化

石燃料の燃焼との

関係についての記

述を分かりやすく

修正。（委員） 

p41 

第４章 

第４節 

１ 地球温暖

化・エネルギ

ー対策の推進 

８行目 

したがって、これまでの対策

の延長により温室効果ガス排

出量の削減目標を達成するこ

とは不可能に近く、この達成に

当たっては、人々の価値観を変

化させるとともに、環境と経済

とが両立する、持続可能な社会

経済システムへの変革を図っ

ていくことが求められていま

す。 

したがって、これまでの対策

の延長により温室効果ガス排

出量を大幅に削減   するこ 

とは不可能に近く、この削減に

当たっては、人々の価値観の変

化の下で    、環境と経済

とが両立する、持続可能な社会

経済システムへの変革を図っ

ていくことが求められていま

す。 

温室効果ガス排

出量に係る記述を、

目標達成の内容で

ある削減にウエイ

トを置いた表現に

修正。（委員） 

人々の価値観の

変化に係る記述に

ついての表現ぶり

を修正。（委員） 

p41 

第４章 

第４節 

１ 地球温暖

化・エネルギ

ー対策の推進 

１２行目 

このため、本市は、自然的・

経済的・社会的諸条件を踏まえ

ながら、現在の社会経済活動の

在り方を見直し、省エネルギー

対策の推進          

       等の都市の低

炭素化に資する施策を実施す

る              

  とともに、地球温暖化によ

る影響に適応するために必要

な取組を進め、           

        地球温暖化・ 

エネルギー対策を推進する必

要があります。 

このため、本市は、自然的・

経済的・社会的諸条件を踏まえ

ながら、現在の社会経済活動の

在り方を見直し、省エネルギー

対策の推進、再生可能エネルギ

ーの導入の促進等の都市の低

炭素化に資する施策の実施等

により低炭素社会＊の構築を目

指すとともに、地球温暖化によ

る影響に適応するために必要

な取組を進め、さらには、世界

の各都市とも連携して、地球温

暖化・エネルギー対策を推進す

る必要があります。 

都市の低炭素化

に資する施策の具

体例（再生可能エネ

ルギーの導入の促

進）を追加し、低炭

素社会の構築に係

る記述を追加。（委

員） 

地球環境に係る

基本目標の内容修

正を踏まえ、世界の

各都市との連携に

ついての記述を追

加。（庁内） 

p42 

第４章 

第４節 

１ 

⑺ 地球温暖

化対策等に関

する国際協力

の推進 

 ⑺ 地球温暖化対策等に関

する国際協力の推進 

環境に関する国際機関及び

国際会議への参加、世界の各都

市への呼び掛け等により、地球

温暖化対策等に関する国際協

力を推進します。 

p41の頭書の修正

に伴い、地球温暖化

対策等に関する国

際協力の推進につ

いての項目を追加。

（庁内） 
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ページ等 素 案 案 変更の概要 

p44 

第４章 

第４節 

【地球環境の

保全への貢献

に関して参考

となる主な指

標等】 

中国電力株式会社のＣＯ２実排

出係数 

（平成25年度） 

 

0.719kg-CO2/kWh 

中国電力株式会社のＣＯ２実排

出係数＊ 

（平成26年度） 

 

0.706kg-CO2/kWh 

最新（平成２６年

度）のデータに更

新。（庁内） 

p45 

第５章 

第１節 

１ 

⑵ 事業者の

役割 

 ・ 環境の保全及び創造に関

する活動に自ら率先して取り

組むとともに、その取組のため

に必要な措置を講ずる。 

事業者による環

境の保全及び創造

に関する積極的な

取組についての項

目を追加。（委員） 

p45 

第５章 

第１節 

１ 計画の推

進体制 

なお、市民、事業者、行政等

の各主体が協働して本計画を

推進していくに当たっては、各

主体が有する         

           環境

に関する情報をできるだけ目

に見える分かりやすい形で表

し、             

それを共有する必要がありま

す。 

なお、市民、事業者、行政等

の各主体が協働して本計画を

推進していくに当たっては、各

主体が有する環境保全等の取

組に関する情報その他の環境

に関する情報をできるだけ目

に見える分かりやすい形で表

し、主体間の交流等を通じて、

それを共有する必要がありま

す。 

「環境に関する

情報」の具体例を追

加。（委員） 

主体間の交流等

についての記述を

追加。（委員） 

p46 

第５章 

第１節 

２ 行政内部

の組織横断的

な取組 

２ 行政内部の組織横断的

な取組  

２ 行政内部の組織横断的

な調整等 

見出しを、内容に

即した分かりやす

いものに修正。（委

員） 

p46 

第５章 

第２節 計画

の進行管理 

本計画を的確に実施するた

め、本計画の進行管理は、ＰＤ

ＣＡサイクル         

               

               

               

               

        により行い

ます。 

本計画を的確に実施するた

め、本計画の進行管理は、ＰＤ

ＣＡサイクル（Ｐｌａｎ（計

画）、Ｄｏ（実施）、Ｃｈｅｃｋ

（点検）、Ａｃｔｉｏｎ（見直

し）というプロセスを繰り返す

ことにより、継続的に改善を図

る進行管理の手法）により行い

ます。 

ＰＤＣＡサイク

ルについて、説明を

追加。（庁内） 

p48～51 

参考資料 

資料１ 用語

解説 

 （略） 参考資料として、

用語解説を追加。

（庁内） 

 


